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はじめに 
 

  License Generator をお買い上げいただきましてありがとうございます。 

  「License Generator 開発マニュアル」では 1つのパッケージソフトウェアに、License Generator

を用いてセキュリティおよびライセンス機能を実装する方法をご紹介しました。 

本書は、ライセンスを発行する製品が複数ある場合、ライセンスを発行するパソコンを複数設置

する場合、ライセンス認証サーバ（アクティベーションサーバ）を運用する場合等における License 

Generator を運用する上でのポイントを以下の流れでご説明いたします。 

 

  （１） License Generator の構成と設定  ・・・ p.3 

  （２） ライセンス認証ファイルの発行方法  ・・・ p.11 

  （３） ライセンス設定の留意点   ・・・ p.24 

  （４） インターネット認証の運用   ・・・ p.34 

 

 

License Generator の仕様は予告なく変更する場合があります。 
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１．License Generator の構成と設定 
 

  ライセンスを登録するパソコンにはライセンス認証番号発行画面が必要ですので、ライセンスジ

ェネレータを必要な台数のパソコンにインストールします。 

  インターネット認証を行うライセンスを発行する場合は、ライセンス認証サーバ（アクティベー

ションサーバ）を常時起動させておく必要があります。この場合は、ライセンス認証サーバとするパ

ソコンに、アクティベーションサーバをインストールします。 

 

  アクティベーションサーバを設置する場合、ライセンス管理 DB は、ライセンス認証番号発行画

面が稼動するパソコンと共通の DBとしなくてはなりません。 

 
 

 

 

アクティベーションサーバを含まない構成 

 

  アクティベーションサーバを設置しない場合、ライセンス管理 DB は、ライセンス認証番号発行

画面が稼動する各パソコン上か、または、ライセンス認証番号発行画面が稼動する各パソコンがアク

セスできる共有フォルダ上に配置します。 

  アクティベーションサーバを設置しない場合のライセンスジェネレータをインストールするパ

ソコンの構成例を示します。（複数のサーバ、パソコンで License Generator を構成される場合は必

要数分のライセンスをご購入ください。） 
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複数ライセンスジェネレータ構成－各ライセンスジェネレータにライセンス管理DBとライセンス認

証ファイルを配置 

 

 
 
 
複数ライセンスジェネレータ構成－ファイルサーバにライセンス管理DBとライセンス認証ファイル

を配置 
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アクティベーションサーバを含む構成 

 

アクティベーションサーバを設置する場合、ライセンス管理 DB は、アクティベーションサーバ

上のローカルディスク上に配置します。 

  ライセンスジェネレータとアクティベーションサーバをインストールするパソコン、サーバの構

成例を示します。（複数のサーバ、パソコンで License Generator を構成される場合は必要数分のラ

イセンスをご購入ください。） 

 

 

単一サーバ構成 
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複数サーバ構成－アクティベーションサーバにライセンス管理 DB を配置 

 
 

 

 

ライセンスジェネレータを複数設置する場合の留意点 

 

前記の構成例でライセンスジェネレータを複数のパソコンに設置する例を挙げているのは、ライ

センス登録担当者が複数人数いて、各担当者がそれぞれパソコンを使用するシチュエーションを想定

しているためです。 

 

複数の登録担当者がいる場合、または、複数のパソコンにライセンスジェネレータを設置する場

合は、次の点に注意してください。 

・ ライセンスジェネレータを設置している各パソコンで使用するライセンス管理 DB をアクテ

ィベーションサーバまたはファイルサーバに一元的に配置している場合は、同一ソフトウェ

ア製品のライセンス登録作業を複数のパソコンで同時に行わない。 

・ ライセンスジェネレータを設置している各パソコンで使用するライセンス管理 DB を各パソ

コンのローカルディスクに配置している場合は、同一ソフトウェア製品のライセンス登録は

特定の 1台のパソコンのみで行う。 

 

 

ライセンスジェネレータとアクティベーションサーバを使用するユーザ権限 

 

  ライセンスジェネレータをインストールしたパソコンでライセンス認証番号発行画面を操作す

る場合、および、アクティベーションサーバをインストールしたサーバでライセンス認証モニター画

面を操作する場合ともに、Administorator 権限を持つユーザで使用してください。 
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"ENVIRON.DEF"によるライセンス管理 DB の設定 

 

  アクティベーションサーバとライセンスジェネレータの以下の設定ファイルによりライセンス

管理 DB を設定します。アクティベーションサーバを設置する場合、ライセンス管理 DB は、アクティ

ベーションサーバ上のローカルディスク上に配置し、ライセンス認証番号発行画面が稼動するパソコ

ン（ライセンスジェネレータ）でも共通の DB を指すように設定します。 

下記例は同一サーバ上に アクティベーションサーバとライセンスジェネレータを設置した場

合で、同一サーバのローカルディスクを指定しているという想定です。 

 

アクティベーションサーバのインストールフォルダにある"ENVIRON.DEF"の内容を書き換えます。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ライセンスジェネレータのインストールフォルダにある"ENVIRON.DEF"の内容を書き換えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ライセンスジェネレータで使用するライセンス管理 DB がローカルディスク以外のアクティベー

ションサーバ上またはファイルサーバ上に存在する場合は、ライセンスジェネレータを使用するユー

ザ環境でネットワークドライブを設定してライセンス管理 DB にアクセスできる状態にしてから、ラ

イセンス認証番号発行画面を使用してください。 

設定例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[DB_DIRECTORY] 
C:¥ライセンス管理 
[SERVER_PORT] 
44400 

アクティベーションサーバでは、ライセ
ンス管理 DB はローカルディスクに設定
してください。 

ライセンスデータベースを格納するフォルダ名
を記述します。 

ライセンス認証サーバの通信ポート番号を記述します。 

[DB_DIRECTORY] 
C:¥ライセンス管理        
[SERVER_NAME] 
220.168.4.88 
[SERVER_PORT] 
44400 

ライセンスデータベースを格納するフォルダ
名を記述します。 

ライセンス認証サーバのグローバルIPを記述
します。 

ライセンス認証サーバの通信ポート番号を記述します。 

[DB_DIRECTORY] 
W:¥LG¥ライセンス管理        
[SERVER_NAME] 
220.168.4.88 

[SERVER_PORT] 
44400 

ライセンスデータベースを格納するフォルダ
名を記述します。 

ライセンス認証サーバのグローバルIPを記述
します。 

ライセンス認証サーバの通信ポート番号を記述します。 

ライセンスジェネレータでは、ライセン
ス管理 DB はローカルディスクまたはネ
ットワークドライブに設定してくださ
い。 
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ライセンスジェネレータの構成要素と機能 

 

開発するソフトウェア製品ごとにライセンス管理をするためのライセンスジェネレータの構成

要素のイメージ図です。 

 

 
 

 

 

  ライセンス認証番号発行画面起動用のバッチファイルをソフトウェア製品ごとに用意して、ソフ

トウェア製品名とライセンス認証ファイルの出力フォルダを指定します。 

  ライセンス認証番号発行画面は、ソフトウェア製品の個々のライセンスの情報を入力してライセ

ンス認証ファイルを作成するとともに、画面で登録、修正した情報をライセンス管理 DB に反映しま

す。 

  ライセンス管理 DB はシステム共通のルートの下のソフトウェア製品ごとのサブフォルダに作成

されます。 

  ライセンス判定モジュールと認証コード入力画面は、ソフトウェア製品にライセンスジェネレー

タを用いてライセンス管理機能を実装する際に必要なファイルです。ソフトウェア製品キットを作成

する際に同梱します。ソフトウェア製品には個別の販売条件をライセンスとして付与しますが、これ

はライセンスごとに作成するライセンス認証ファイルを同梱することで実現します。 

  ソフトウェア製品のインストールキットを作成する場合、ライセンス認証ファイルはライセンス

ごとの個別ファイルです。一方で、ライセンス判定モジュールと認証コード入力画面とソフトウェア

製品の実行プログラム群そのものは製品で共通のファイル構成で、ライセンス管理が行えます。 
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アクティベーションサーバの構成要素と機能 

 

開発するソフトウェア製品ごとにライセンス管理をするためのアクティベーションサーバの構

成要素のイメージ図です。 

 

 
 

 

 

  ライセンス認証モニター画面は、インターネット認証機能の管理を行うライセンス認証サーバプ

ログラムの稼動監視、起動、停止を行うとともに、インターネット認証の結果作成される認証状況ロ

グファイルの表示を行います。 

  ライセンス管理 DB はシステム共通のルートの下のソフトウェア製品ごとのサブフォルダに、ラ

イセンス認証番号発行画面により作成されます。 

  ライセンス認証サーバプログラムは、インターネット認証を利用してソフトウェア製品から認証

要求を受け取ると認証結果を更新し、認証済み数をライセンス管理 DB に反映します。 

  認証状況ログファイルはシステム共通のルートの直下にすべてのソフトウェア製品のインター

ネット認証結果を統合して保存しています。 
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バックアップ対象ファイル 

 

バックアップを行う場合は、ライセンス管理 DB、認証状況ログファイル、ライセンス認証ファ

イルを対象にしてください。システム構成が複数のサーバ、パソコンにこれらのファイルが分散する

場合は、各サーバ、パソコンを対象にしてください。 

 

 
 

 

ライセンス認証ファイルは、ライセンス管理 DB からライセンス認証番号発行画面で再作成する

ことが可能ですが、バックアップ対象とすることで再作成の手間を削減できます。 

 

バックアップしたファイルにより復旧した場合、バックアップ取得時点よりあとの情報について

は、入力原票などを元に再入力して復旧します。 

バックアップ取得時点より後の期間にインターネット認証で認証した実績、すなわち認証済み数

は手入力によっては復旧することができません。このような場合、ソフトウェア製品利用者に有利に

なります。この点もふまえて、バックアップの周期、タイミングを決定してください。 
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２．ライセンス認証ファイルの発行方法 
 

２．１．対象製品用のライセンスジェネレータ起動.BAT の準備 

 

  「License Generator 開発マニュアル」では、ある 1つのパッケージソフトウェア製品でライセ

ンス認証番号発行画面を使用する場合で説明しました。 

  この使用方法では、異なるパッケージソフトウェア製品でライセンス認証番号発行画面を使用し

ようとする場合、つどライセンスジェネレータのインストールフォルダにある"ライセンスジェネレ

ータ起動.BAT"の内容を書き換えることになります。 

 

  1 台のパソコンで複数のパッケージソフトウェア製品のライセンス認証番号発行画面を使用す

る場合、次の手順で複数の製品用の"ライセンスジェネレータ起動.BAT"を準備してください。 

 

(1) ライセンスジェネレータのインストールフォルダにある"ライセンスジェネレータ起

動.BAT"を対象とする製品用にコピーします。 

 

 

 

   ↓ コピー 

 

 

 

 

 

(2) 対象製品用にコピーしたライセンスジェネレータ起動.BAT の製品名引数を修正します。 

 

ライセンスジェネレータ起動_製品 A.BAT を修正します。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ライセンスジェネレータのインストールフォルダに修正したライセンスジェネレータ起

動.BAT のショートカットを作成します。 

 

この例では、ショートカット名は簡略化した名称にして、対象製品名を把握しやすくしてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ECHO OFF 

START GENLCS.exe "製品 A " "C:\ライセンス発行" 

プログラムの引数に「製品名」と「ライセンス発行先フォルダ」を指定します。 
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(4) お好みの起動方法に応じて、作成したショートカットをプログラムメニュー、または、デス

クトップに配置します。 

 

作成したショートカットをデスクトップにコピーします。 

対象製品を登録する担当者が使用できる適切なフォルダにコピーします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成したショートカットをプログラムメニューにコピーします。 

対象製品を登録する担当者が使用できる適切なフォルダにコピーします。 

（Windows XP Professional の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ↓ プログラムメニューから起動 
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(5) 作成したショートカットまたはメニューから対象製品用にライセンス認証番号発行画面を

起動できることを確認します。 

 

 

製品名が表示されている 

ログイン名、パスワードを入力して、「ログイン」ボタンをクリック 
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２．２．ライセンス登録作業の単位と作業 

 

ライセンス登録作業 

 

  ライセンス認証番号発行画面で登録できるのは 1つ 1つのライセンスです。 

  ライセンス認証番号発行画面で登録する1つ1つのライセンスの設定内容はソフトウェア製品の

販売条件に応じて定められ、各製品を担当する登録担当者が入力することになります。 

 

  ライセンス認証番号発行画面で 1つ 1つのライセンスを登録、修正したら「認証ファイル作成ボ

タン」をクリックしてライセンスごとのライセンス認証ファイルを作成します。 

 

  ライセンス認証番号発行画面ではいくつかのライセンスを続けて登録、修正することができ、登

録作業の最後に「保存終了」ボタンをクリックすることでライセンス管理 DB に保存します。 
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インストールキット作成 

 

  １つ１つのライセンスごとにライセンス認証ファイルを作成したら、ライセンス供与条件に対応

するライセンス認証ファイルを間違いなく同梱してソフトウェア製品のインストールキット（ソフト

ウェアパッケージ）を作成し、ソフトウェア製品購入者に出荷します。 
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インストールキット作成時に正しいライセンス認証ファイルを同梱するために 

 

インストールキットを作成する際には、出荷する販売先への販売条件に該当する正しいライセン

ス認証ファイル（License.ini）を参照、同梱するよう十分に注意してください。 

 

  たとえば、製品名が「製品 A」でライセンス名が「顧客 P向け 200910_001」とします。 

ライセンス番号はライセンス認証番号発行画面にライセンス名を入力して、「登録ボタン」をク

リックすると生成されます。この画面入力例では、ライセンス番号は「JNABEOWOQ6ML」になりました。 

   

 
 

 

  販売条件に対応したライセンス条件を画面入力し終わったら、「認証ファイル作成」ボタンをク

リックします。 
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  ライセンス認証ファイル作成の確認メッセージが表示されますので、間違いないか確認して、「は

い(Y)」ボタンをクリックします。 
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  ライセンス入力が一通り終わったら、一連の入力作業の最後に「保存終了」ボタンをクリックし

ます。保存確認メッセージに「はい(Y)」ボタンをクリックします。 

入力の保存を忘れると作成したライセンス認証ファイルの内容とライセンス管理 DB の内容が異

なる状態になり、ライセンス管理に支障をきたしますので十分に注意してください。 

 

 
 

 
 

 

  ライセンス認証ファイルは、該当の製品用の起動.BAT で指定したフォルダをルートにして、次

のように作成されます。ライセンス認証ファイル作成の確認メッセージにも表示されています。 

 

 

製品 A 用の起動.BAT では、ライセンス認証ファイルの作成ルートフォルダは、「C:\ライセンス

発行」に定義されています。 

 

 

 

 

 

 

 

  入力したライセンス名に対してライセンス番号「JNABEOWOQ6ML」になりました。 

  このような場合、ライセンス認証ファイルは、「C:\ライセンス発行\製品 A\JNABEOWOQ6ML」のフ

ォルダにファイル名は固定「LICENSE.ini」で作成されます。 

 

 

@ECHO OFF 

START GENLCS.exe "製品 A " "C:\ライセンス発行" 

プログラムの引数に「製品名」と「ライセンス発行先フォルダ」を指定します。 



- 19 - 

 

 
 

 

 

 

  ライセンス入力を行い、ライセンス認証ファイルを作成してから、そのライセンス認証ファイル

を用いて、販売先への販売条件に該当するソフトウェア製品パッケージを正しく作成する際には、入

力情報である「製品名」「ライセンス名」に対応する出力である「ライセンス番号」の対応表が必要

になります。対応表を作成して管理する、あるいは、ライセンス入力票のような入力原票に「ライセ

ンス番号」記入欄を作成するなどの運用を行ってください。 
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ライセンス管理の強度とライセンスの作成単位 

 

  同一の製品を同一の販売先に同一のタイミングで販売する場合、ソフトウェア製品のインストー

ルキット（ソフトウェアパッケージ）を 1つだけ作成して契約上使用可能数を設定する方法がありま

す。 

  契約上の規定によるのみで、インターネット認証機能を使用しないため、システム的な認証数管

理は行えません。 
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ライセンス認証番号発行画面の入力例です。 
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  より厳格にライセンス設定する場合は、1つ 1つのライセンスで認証可能なライセンス数を１に

設定し、インターネット認証で認証する方式にします。 
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ライセンス認証番号発行画面の入力例です。5つのライセンス番号を発行します。 

 

 
 

 

 

  このように同一の製品を同一の販売先に同一のタイミングで販売する場合、ライセンス管理の強

度を強めるための選択肢があります。 

  IP アドレス、MAC アドレスで実行端末を固定する方式は物理的に実行端末を限定しますが、イン

ターネット認証を使用して、かつ、発行ライセンス数が１のライセンスを必要数発行する方式は、認

証状況が管理でき、2回目以降の認証をブロックするため、不正使用の抑止、利用状況の把握に効果

があります。 
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３．ライセンス設定の留意点 
 

  ライセンスジェネレータではさまざまなパターンでライセンスを設定することができます。 

  ライセンスの設定のパターンの使用上の注意点をご説明します。 

 

 

(1) 試用版ライセンス 

 

  試用期限または試用日数を設定して、試用期間の範囲内では認証をしなくてもソフトウェア製品

を使用できるライセンスです。 

  このような条件でライセンス認証ファイルを作成し、ソフトウェア製品のインストールキットに

同梱することにより、ソフトウェア製品を試用できるようにできます。 
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  試用期限設定のライセンス認証番号発行画面 
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  試用日数設定のライセンス認証番号発行画面 

 
 

 

 

  試用版のソフトウェア製品は、ライセンスの設定で試用期間を制御しますので、ソフトウェア製

品の構成部分（開発されたプログラム本体）は製品そのものと全く同じ構成で提供が可能です。 

  試用版としてソフトウェア製品の構成に手を加える必要がありません。 

 

  試用版のソフトウェア製品については見込み客には試用して欲しいが、不当に継続的に使用され

るのは困るという両面がありますが、不当に継続的に使用されることを防ぐ仕組みを組み込んでいま

す。 

  試用版のソフトウェア製品の使用者が次のような行為をした場合、継続して使用することができ

なくなり、認証を求められます。 

・ 試用版ソフトウェア製品を同一のパソコンに複数回インストールする。 

・ 試用版ソフトウェア製品が稼動しているパソコンの日付を戻す。 

 

  また、次の条件で、使用することができなくなり、認証を求められます。 

・ 試用期間を超過した日付で使用した。 
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・ 使用期限付きのライセンス認証番号で認証していたが、その期限を超過した日付で使用した。 

 

  ソフトウェア製品の試用版を見込み客または不特定多数の試用に供する場合は、試用を継続でき

ない条件を明示して提供してください。 

 

 

(2) 試用版から製品版への切り替え 

 

  不特定多数の試用に供したソフトウェア製品の試用版であっても、期間無制限のライセンス認証

番号であるマスターキーを通知すれば、そのまま製品版としての永続的な使用が可能になります。 

 

  ライセンスの供与の方法や試用版と製品版の切り替えの方法に注意を払うことで、ソフトウェア

製品の販売機会を保護することができます。 

 

  ソフトウェア製品の購入者が試用版を使用した後にソフトウェア製品の購入に至った場合であ

っても、試用版の製品のマスターキーを通知することで、製品版として継続使用することを可能にす

るのではなく、製品版は製品版として、販売条件に見合ったライセンス認証ファイルを新たに作成し、

ソフトウェア製品の製品版インストールキットを作成することを強くお勧めします。 

  理由は次の通りです。 

・ 不特定多数の試用に供したソフトウェア製品の試用版のマスターキーを通知することで、試

用版利用者がただ乗りしてしまうリスクが高まる 

・ 販売条件は商談の過程で確定していくので、試用版のままの使用条件は妥当でない可能性が

高い。 
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  さらに、License Generator には、次のような強度の高いライセンス管理機能があります。ここ

で言うライセンス管理機能は、システム的に制御できるという意味で強力です。 

・ 実行する端末を限定する機能・・・サーバライセンスのようなライセンス供与の方式で、ラ

イセンス供与時に稼動するパソコンの MAC アドレス、IP アドレスのいずれかまたは両方を設

定します。 

・ アクティベーションサーバで認証する機能（インターネット認証機能）・・・ソフトウェア

製品の使用者が認証する際に、ライセンス毎に認証できる数（ライセンス数）を設定します。

アクティベーションサーバを立ててソフトウェア製品使用者からの認証要求に応答します。 

大口顧客に複数セットを販売する場合、1 つのライセンス認証ファイルに供与するライセン

ス数を設定すること（一括認証数発行方式）も、１つのライセンス認証ファイルに設定する

ライセンス数を1として供与する数だけライセンス認証ファイルを作成してソフトウェア製

品のインストールキットを作成すること（単数認証発行方式）も可能です。ライセンス強度

の高さで単数認証発行方式を推奨します。 

 

 

  次に、インターネット認証機能による単数認証発行方式の場合のライセンス設定の例をあげます。

製品版としてのライセンス設定であり、試用期間を設定しない設定にしています。 

 
 

  ライセンス設定の強度と運用の簡便性はトレードオフの関係にあると言えますが、ソフトウェア

製品の製造・販売にかかわるお客様にて検討された上で方式を選択してください。 
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(3) 有効期限付きライセンス 

 

  見込み客がソフトウェア製品の購入にはまだ至らないものの、特別に試用を継続させたい場合、

次のようにすることで可能にできます。 

・ 試用版のソフトウェア製品を提供する時点で、次のように有効期限を設定したライセンス認

証ファイルを同梱する。 

 

有効期限付きライセンスキー設定のライセンス認証番号発行画面 

 

 
 

 

・ 試用期間を超過した日付で使用する場合は、適切な有効期限に対応するライセンス認証番号

を見込み客に通知して、認証入力できるようにする。 

・ 通知済み・認証済みの有効期限を超過した日付で使用する場合で、さらに使用を継続させる

ことが可能な場合も、適切な有効期限に対応するライセンス認証番号を見込み客に通知して、

認証入力できるようにする。 
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  有効期限付きライセンス認証番号での認証は、ライセンスジェネレータでは試用期間の設定され

た試用版と同じ扱いとなります。 

  試用版をすでに使用したパソコンでは、新たに作成した有効期限付きライセンス認証番号を設定

したライセンス認証ファイルで作成した試用版を後から試用することはできません。二度インストー

ルとみなされ、認証を求められます。 

  この場合、有効期限の無いマスターキーでの認証をしない限り、認証してもまた認証を求められ

るという状態になります。 

 

  購入にいたった顧客の場合でも、ソフトウェア製品を期間制限なしに使用可能にするのではなく、

分割支払い等の事情や年次使用方式で使用期限を設定して販売する場合も、有効期限付きのライセン

ス認証番号を用いてソフトウェア製品を提供することが可能です。 

  この場合も、同一のパソコンでソフトウェア製品の試用版の後に継続使用することはできません。 

 

 

(4) 製品へ渡すオプション情報の使用 

 

  ライセンス認証番号発行画面で設定するソフトウェア製品へ渡すオプション情報の使用方法は、

ソフトウェア製品作成者が自由に決めることができます。 

 

  ここでは、想定される使用方法の一例をご説明します。 

 

製品へ渡すオプション情報は、ソフトウェア製品に基本機能、オプション機能 A、オプション機

能 Bのように販売条件に応じて利用可能にする機能を設定する場合に用いることができます。 

 

次のようなシチュエーションで、ソフトウェアの製品のコードでオプション機能の利用可否を制

御するつくりとして、販売条件にあわせたオプション情報の設定を行います。 

 

例） 

  機能は次のような構成である。 

 基本機能 

 オプション機能 A・・・高速検索機能 

 オプション機能 B・・・EXPORT 機能 

 

  ソフトウェア製品のコードで次のように制御する。 

 基本機能・・・認証ファイルのオプション情報にかかわらず実行可能とする 

 オプション機能 A・・・オプション情報 01がセットの場合実行可能とする 

 オプション機能 B・・・オプション情報 02がセットの場合実行可能とする 

※ ソフトウェア製品のコードでは、License Generator が提供する関数にてオプション情

報を把握できます。 

 

  ソフトウェア製品の販売において次のようなセットで販売することになった 

 基本機能・・・必須 

 オプション機能 A・・・販売する 

 オプション機能 B・・・販売しない 

 

次のようなライセンス認証ファイルを作成して、ライセンス認証ファイルを同梱したソフトウェ

ア製品のインストールキットを作成します。 
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  License Generator のオプション情報を使用してソフトウェア製品のオプション機能の使用可否

を制御する場合、ソフトウェア製品のコードでは必要最低限の制御で実現できること、ソフトウェア

製品のインストールキット作成においてはオプション情報を設定したライセンス認証ファイルを同

梱すればよく、ソフトウェア製品の構成要素を常にフルセットにしていてもよいことがメリットとし

てあげられます。 

  ただし、ライセンス認証番号発行画面での製品へ渡すオプション情報の設定についてシステム的

なチェックはありませんから、前記のように機能構成、コードで使用しているオプションの番号、販

売条件、ライセンス認証番号発行画面での製品へ渡すオプション情報の設定の関連を正しく管理でき

るようにして、間違いなく設定するよう十分な注意が必要です。 

 

 

  なお、ライセンス認証番号発行画面で設定する製品へ渡すオプション情報の使用方法は、前述の

例にこだわらずに自由に使用することが可能ですし、製品のオプション機能の使用可否の制御を独自

に作りこんで実装することも可能です。 
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(5) 製品へ渡す任意情報の使用 

 

  ライセンス認証番号発行画面で設定する製品へ渡す任意の情報の使用方法は、ソフトウェア製品

作成者が自由に決めることができます。 

 

  ここでは、想定される使用方法の例をご説明します。 

 

・ 製品へ渡す任意の情報をソフトウェア製品に渡してメッセージ表示に使用する。 

※ ソフトウェア製品のコードでは、License Generator が提供する関数にてオプション情

報を把握できます。 

・ ライセンス登録業務の管理用に製品作成のステータスを管理する情報として使用する。 

例えば、INI 仮入力、INI 確定、KIT 作成済み 等 

 

 

(6) 認証のタイミング 

 

  ここでは、ソフトウェア製品の使用者の立場で認証のタイミングを整理してみます。 

 

  次のタイミングのソフトウェア製品使用時に認証要求されます。 

・ 試用版の二度インストールまたは日付戻しをして使用しようとした。 

・ 試用版の試用期間を超過した日付で使用した。 

・ 使用期限付きのライセンスキーで認証していたが、その期限を超過した日付で使用した。 

・ （試用期間の設定されていない）製品版を使用した。 

 

ソフトウェア製品の使用者のパソコンの状況によって、次の場合も認証要求されます。 

・ パソコンの障害等のために再度インストールした場合の前述の全てのタイミング 

 

以上の全てのタイミングにおいて、期限付きライセンス認証番号またはマスターキー（使用期限

の無いライセンス認証番号）を通知されているソフトウェア製品の使用者が認証要求に対して認証入

力できます。 

正しいライセンス認証番号を入力しなければ使用できません。 

 

 

(7) インターネット認証 

 

  認証のタイミングで正しいライセンス認証番号を入力した場合で、ライセンス認証ファイルでイ

ンターネット認証機能を使用する設定になっている場合、アクティベーションサーバで認証管理され

ます。 
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  インターネット認証機能を使用する場合、マスターキーによる認証の場合も有効期限付きライセ

ンス認証番号で認証の場合も、それぞれに認証数をカウントすることになります。 

 

 

  インターネット認証機能を使用する場合は、ライセンス使用数の確からしさを把握するのが困難

になると思われるため、期限付きライセンス認証番号との併用は推奨いたしません。 

  また、実行する端末を限定する機能はこれ自体で強度の高いライセンス管理が可能であるため、

インターネット認証機能との併用は推奨いたしません。 
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４．インターネット認証の運用 
 

  インターネット認証機能を使用することによりソフトウェア製品の使用者の認証の数をコント

ロールすることができます。 

インターネット認証機能を運用する上での注意点をご説明します。 

 

(1) インターネット認証機能を使用するライセンスの作成 

 

  インターネット認証機能を使用するライセンスは、ライセンス認証番号発行画面でつぎのような

入力をしてライセンス認証ファイルを作成することにより発行できます。 

  この例では、３．ライセンス設定の留意点の（2）試用版から製品版への切り替えで記述した「単

数認証発行方式」により、1つのライセンスで認証数を 1に設定し、必要数分のライセンスを発行す

ることにします。 
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  このような入力により作成したライセンス認証ファイルを同梱してソフトウェア製品のインス

トールキットを作成します。 

  例えば、販売先に対して１０ユーザの使用を想定すると、1ライセンスで認証数１と設定したラ

イセンス認証ファイルを１０件発行することになります。それぞれの認証ファイルを同梱してソフト

ウェア製品のインストールキットを作成しますから、インストールキットも１０個作成することにな

ります。この場合の１０個のインストールキットの相違点はライセンス認証ファイルだけです。 

 

 

  ライセンス認証番号発行画面で設定する認証サーバ IPアドレスと PORT 番号は、後述のアクティ

ベーションサーバの情報と一致するように十分注意してください。 

  ライセンス認証番号発行画面で表示する認証サーバ IP アドレスの値は、ライセンスジェネレー

タのインストールフォルダ（インストール時のデフォルトままなら、C:\Program Files\License 

Generator）の"ENVIRON.DEF"にて設定されますので、このファイルを修正してから、ライセンス認証

番号発行画面を使用することを強く推奨します。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライセンス認証番号発行画面では、認証サーバ IPアドレスの値を変更することもできますので、

誤入力しないよう十分ご注意ください。 

 

[DB_DIRECTORY] 
C:¥ライセンス管理        
[SERVER_NAME] 
172.23.10.200 

[SERVER_PORT] 
44400 

ライセンスデータベースを格納するフォルダ
名を記述します。 

ライセンス認証サーバのグローバルIPを記述
します。 

ライセンス認証サーバの通信ポート番号を記述します。 
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(2) アクティベーションサーバの起動 

 

  インターネット認証機能を使用するライセンスを発行する場合、そのソフトウェア製品を販売・

出荷するまでにアクティベーションサーバの運用を開始するようにご注意ください。 

 

インターネット認証機能は、License Generator のアクティベーションサーバをインストールし

たサーバで稼動しますので、アクティベーションサーバのインストールフォルダ（インストール時の

デフォルトのままなら、C:\Program Files\Activation Server）の"ENVIRON.DEF"の設定が必要です。

このファイルを正しく設定してから、アクティベーションサーバを使用します。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  アクティベーションサーバはライセンス認証サーバプログラム（ATMONITOR.exe）がタスク起動

されることにより稼動します。 

  ライセンス認証モニター画面によりライセンス認証サーバプログラムの起動、停止を行いますが、

基本的にはライセンス認証モニター画面もライセンス認証サーバプログラム機能も常時動作させる

とよいでしょう。 

  ライセンス認証サーバプログラムはライセンス認証モニター画面で起動しておけば、ライセンス

認証モニター画面を終了してもインターネット認証機能は有効です。 

 

 

  ライセンス認証モニター画面は次のようにして起動します。 

 

スタート ⇒ プログラム ⇒ License Generator ⇒ Activation Server 

 
 

 

  ライセンス認証モニター画面が起動します。初期状態ではライセンス認証サーバは稼動していま

せんので、「登録」または「起動」ボタンをクリックします。 

[DB_DIRECTORY] 
C:¥ライセンス管理 
[SERVER_PORT] 
44400 

ライセンスデータベースを格納するフォルダ名
を記述します。 

ライセンス認証サーバの通信ポート番号を記述します。 

アクティベーションサーバでは、ライセ
ンス管理 DB はローカルディスクに設定
してください。 
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  ライセンス認証サーバが稼動状態になり、「登録」ボタンが表示されなくなり、「起動」ボタンも

クリックできなくなります。 

 
 

 

  なんらかの事情があって、一時的にインターネット認証サーバ機能を停止したい場合は、「停止

ボタン」をクリックします。ライセンス認証サーバは「稼動していません」になります。 
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  停止したインターネット認証サーバ機能を稼動させたい場合は、「起動」ボタンをクリックしま

す。ライセンス認証サーバは「稼動しています」になります。 
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(3) 認証できない場合の対応 

 

  インターネット認証機能を使用する場合で、ソフトウェア製品の使用者が認証入力した場合の動

作のパターンは次の通りです。 

  この中でソフトウェア製品の使用者が認証できないと問い合わせてくる場合の想定される対応

を簡単に触れます。 

 

  まず、ソフトウェア製品の使用者の認証入力が正しくない場合、ソフトウェア製品の内部で認証

不正の判断がされて、アクティベーションサーバへの問い合わせは発生しません。 

 
 

 

  アクティベーションサーバでライセンス認証サーバプログラムが稼動していなければ、認証でき

ません。 

  ソフトウェア製品が作動するパソコンからアクティベーションサーバに問い合わせが行きます

が応答が無いために次のようなエラーになります。 

 
  ソフトウェア製品の使用者のパソコンで通信ができない場合も、同じエラーになりますので、切

り分けのために、問い合わせを受けた場合は、まずは自社のアクティベーションサーバの稼動状況と

外部との通信状況を確認するとよいでしょう。 

 

 

  ソフトウェア製品から認証の問い合わせがあり、認証回数がそのライセンスで設定された認証数

の範囲内であれば、認証は成功します。 
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このとき、ライセンス認証モニターには次のようなログが表示されます。 

 
 

 

 

  ソフトウェア製品から認証の問い合わせがあり、認証済み回数がそのライセンスで設定された認

証数に達していた場合、次のようなエラーになります。 
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このとき、ライセンス認証モニターには次のようなログが表示されます。 

 
 

 

 

  インターネット認証機能を使用した場合、このような認証数超過によるエラーが発生したソフト

ウェア製品の使用者からの照会が発生した場合、次のような対応をします。 

① そのソフトウェア製品の使用者がライセンス供与条件の範囲内で、正当な利用者であるかを

可能な範囲で確認する。 

② 正当な利用者であると推定できる場合、当初設定の発行ライセンス数が１である場合は、新

規に発行ライセンス数１でライセンスを発行して、作成したライセンス認証ファイルをユー

ザに送付して、ライセンス認証番号を通知する。 

③ 正当な利用者であると推定できる場合、当初設定の発行ライセンス数が 1より大で運用して

いる場合、認証数を増加することにより、認証可能な状態にする 

 

 

  ①については、1つのライセンスで多数の使用ユーザ数を想定し多数の認証数を設定したような

場合、ソフトウェア製品の使用者側で適切な内部管理を実施することを求めたいところです。個々の

ライセンスで認証数を１に設定する単数認証発行方式の場合、正当な利用者であることの確からしさ

がより容易に把握できるでしょう。このため、単数認証発行方式を強くお勧めします。 

 

  ②はライセンスを再発行して、ソフトウェア製品の使用者にはライセンス認証ファイルを差換え

て使用してもらう方式です。この方法を使用できるのは、ライセンス認証番号をマスターキーで通知

できる場合に限られます。有効期限付きライセンス認証番号の場合、この方式は使用しないでくださ

い。なお、インターネット認証機能での有効期限付きライセンス認証番号の使用は推奨いたしません。 
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  ③で認証数を増加する方法です。 

 

  ソフトウェア製品の使用者に製品名とライセンス番号を確認します。 

  ソフトウェア製品のライセンス認証番号入力画面に表示されている項目です。(下画面の場合、

製品 Aが製品名、V6RK61R9IMHV がライセンス番号です。) 

 

 
 

該当のソフトウェア製品のライセンス認証番号発行画面を起動して、「ライセンス情報検索」の

入力欄にライセンス番号を入力して、検索ボタンをクリックしてライセンス情報を画面に呼び出しま

す。 

完全なライセンス番号が把握できず、ライセンス番号またはライセンス名の一部分がわかってい

る場合も、「ライセンス情報検索」の入力欄にその文字列を入力して、「検索」ボタンと「次検索」ボ

タンで該当するランセンスを探します。 
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  次に「発行ライセンス数」を適切な値に修正して、認証数を増加させます。 

 
 

  ライセンス管理 DBに反映させるために、「保存終了」ボタンをクリックします。 

 
 

 

確認メッセージに「はい(Y)」を応答すると、即時にライセンス管理 DB に反映されます。 
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  ソフトウェア製品の使用者は、この時点で認証可能な状態になり、認証は成功します。 

 
 

 

ライセンス認証モニターには次のようなログが表示されます。 

 
  認証数の修正のみであれば、認証ファイルの作成やソフトウェア製品のキットの再作成は必要あ

りません。「発行ライセンス数」を変更してライセンス管理 DB を更新すると有効です。 
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